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発言者 内容 

 （開会 午前１０時００分） 

事務局 本日は、大変ご多忙の中、ご出席いただき、誠にありがとうございま

す。本日の進行を務めます、防災交通課長の鬼頭と申します。 

開会に先立ちまして、委員委嘱につきましては、大変恐縮ではござい

ますが、お手元に配布させて頂いておりますので、ご確認頂きたいと存

じます。 

また、委員の皆様のご紹介につきましては、配布した名簿にて替えさ

せて頂きます。よろしくお願いいたします。 

それでは、只今より「令和４年度第１回日進市防災会議」を開催いたしま

す。感染症防止対策として、オンライン参加も含めた会議の開催となってお

ります。 

はじめに、会長であります日進市長よりあいさつを申し上げます。 

市長 （あいさつ） 

事務局 それでは、本日の定数を確認いたします。 

本日の出席者は、委員２８人中２２人、欠席者６人であり、「日進市

防災会議 条例 第５条第２項」の規定による会議の開催に必要な２分の１

以上の出席を頂いていることをご報告します。 

 なお、本会議は議事録作成のため、ＩＣレコーダーによる録音を行

っておりますので、ご発言の際には、挙手をしていただき、係の者がマ

イクをお持ちいたしますので、ご使用していただきますよう、ご協力

をお願いいたします。 

それでは、議事に入りたいと存じます。 

議題１件、報告事項が４件です。 

ここからの進行につきましては、「日進市防災会議条例 第３条第３項」「会

長は、会務を総理する。」の規定に基づきまして、市長、会務をよろしくお

願いいたします。 

市長 それでは進行役を務めさせていただきます。 

円滑な議事進行にご協力いただきますようお願いします。 

議題１「日進市地域防災計画修正について」事務局より説明してくだ

さい。 

事務局 （配布資料の確認） 

それでは、「議題１」日進市地域防災計画修正について、着座にて御

説明させていただきます。 

 修正内容でございますが、主に令和４年６月に修正された中央防災会

議が作成する防災基本計画及び、令和４年１０月の修正された愛知県地

域防災計画のそれぞれの修正に伴うものです。 



説明につきましては、資料①―１「日進市地域防災計画の修正要旨」

を中心にさせていただきます。 

資料①−２、①−３は、新旧対照表になりますが、左から現行計画本編

のページ数、現行計画の記載、改正案の記載、備考欄に変更理由を記載

しております。 

それでは、資料①－１「日進市地域防災計画の修正要旨」をご覧いた

だくとともに、資料①－２、①－３の修正ページに、本市の対策等の順

で報告します。 

計画修正の根拠につきましては、災害対策基本法第１６条第１項にお

きまして、市町村に防災会議を置く旨が規定されております。 

そして地域防災計画の修正につきましては、災害対策基本法第４２条

におきまして、『毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると

認めるときは、これを修正しなければならない。』と規定されておりま

す。また、計画の作成、修正につきまして市町村防災会議の所掌事務と

されております。 

今回の修正項目といたしましては、主に７項目、第２項(1)～(7)番の

順で説明します。修正内容につきましては、風水害・原子力等災害対策

計画のみのものと、地震災害対策計画のみのもの、両計画、それぞれで

共通しているものがあります。説明につきましては、一括でさせていた

だきます。 

では、資料①−１要旨１ページ２項主な修正内容(1)避難所等における

各種対策に関する事項です。 

福祉避難所において「医療的ケアを必要とする者に対して、人工呼吸

器や吸引器等に係る医療機器の電源確保等に配慮するよう努めること

について」の記述を、資料①−２「新旧対照表（風水害・原子力等災害

対策計画）２ページ下段、資料①−３「新旧対照表（地震災害対策計画）」

２ページ下段に、それぞれ追加しました。 

今後は、医療機器の電源確保の状況について確認し、市として配備の

必要性を検討します。 

次に、避難所が備えるべきバックアップの設備一例として従来「自家

発電設備」と記載していた箇所を「再生可能エネルギーの活用を含めた

非常用発電設備」の記載を、資料①−２「新旧対照表（風水害・原子力

等災害対策計画）３ページ中段に、資料①−３「新旧対照表（地震災害

対策計画）」３ページ上段にそれぞれ修正しました。 



再生可能エネルギーとは、資源に限りのある化石燃料とは異なり、一

度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇せず繰り返

し利用できるエネルギーのことです。 

発電時に、地球温暖化の原因となる CO2を排出しないため、環境にや

さしいエネルギー源です。水力、風力、地熱、バイオマス、太陽光を示

します。 

本市では、小中学校などの拠点避難所、公民館などの地域避難所、福

祉会館、保育園などに保管・操作が容易なカセットボンベ式発電機を配

備しています。今後は太陽光などの再生可能エネルギーを活用した機材

の配備も検討します。 

次に、食物アレルギーを有する者のニーズ把握やアセスメントの実

施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めることを、資料①−

２「新旧対照表（風水害・原子力等災害対策計画）」８ページ上段に、

資料①−３「新旧対照表（地震災害対策計画）」６ページ上段にそれぞれ

追記しました。 

本市は、アルファ化米、ライスクッキーを非常食として備蓄していま

すが、これらはアレルギー対応のものです。 

また、毎年実施しております日進市避難所運営開設訓練の事前説明会

では、参加者に対してアレルギー指導団体より講義をいただいておりま

す。避難所訓練の場においても、ブースを設けていただき啓発活動をし

ていただいております。次年度の避難所運営開設訓練においても引き続

きアレルギー指導団体にご協力をいただく予定です。 

次に、資料①−１要旨１ページ２項、主な修正内容(2)消防団員等が参

画した防災教育に関する事項についてです。 

消防団員等が参画した体験的・実践的な教育の推進に努めることを資

料①−２「新旧対照表（風水害・原子力等災害対策計画）」４ページ中段

に、資料①−３「新旧対照表（地震災害対策計画）」２ページ中段にそれ

ぞれ追記しました。 

本市では、地域の防災訓練や避難所開設運用訓練などに消防団が参加 

し防火防災啓発に努めておりますが、令和５年３月より女性消防団員の

募集を開始いたしました。 

このことについて、すでに複数の問い合わせをいただいております。

地域の防災訓練や日進市避難所開設訓練などに消防団と参加し、防火防

災啓発に努めていきたいと考えております。 



次に、資料①−１要旨２ページ主な修正内容(3)防災関係機関相互の連

携に関する事項についてです。 

効率的な防災活動を推進するため、市及び防災関係機関において、「顔

の見える関係」を構築し、信頼感を醸成するよう努め、相互の連携体制

の強化を図ることについての記載を、資料①−２「新旧対照表（風水害・

原子力等災害対策計画）５ページ上段、資料①−３「新旧対照表（地震

災害対策計画）」３ページ下段、にそれぞれ追記しました。 

まず「顔の見える関係」の一つとして今回の防災会議があります。 

また、市として今年度は、各区及び自治会の防災訓練へ数多く防災出

前講座などを通じて関係づくりに取り組んでまいりました。 

今後は、日進市防災会議委員の皆様の機関とともに、災害対策本部設

置訓練などに参加していただき、担当者間の情報・意見交換会の場を設

けるなど、更なる「顔の見える関係」を構築し連携体制の強化を図りま

す。 

次に、災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を

作成するとともに、平時からこれを活用した訓練や研修等を実施し、タ

イムラインの効果的な運用に努めることについての事項です。「顔の見

える関係」と同じく、資料①−２「新旧対照表（風水害・原子力等災害

対策計画）」５ページ上段に、資料①−３「新旧対照表（地震災害対策計

画）」３ページ下段にそれぞれ追記しました。 

日進市防災対策マップでは「地震が発生、その時どうする？」の項目

において行動時間の概要を記載しておりますが、市ホームページに、「風

水害に備えたタイムライン」と「地震発生時の活動モデル」を掲示して

おります。区長会や自主防災組織、日進市避難所開設運営訓練でも配布

して啓発に努めています。 

次に、資料①−１要旨２ページ主な修正内容(4)水防法改正に伴う修正

事項についてです。 

市長は、市地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者

利用施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に関し必要な

助言又は勧告をすることができることについて記載、また、要配慮者利

用施設の所有者又は管理者において、避難訓練の実施に加え市町村長へ

の結果報告が義務化されたことについて、記載を追加しました。 

資料①−３「新旧対照表（風水害・原子力等災害対策計画）」５ページ

下段にのみに追記しました。 



本市は、現在、水防法の対象となる要配慮者利用施設はありませんが、

今後は、市の地域福祉課等と情報交換を密に行い連携し、施設が行う避

難訓練等に協力・参加し、問題点があれば、その解決に市の関係各課と

取り組み要配慮者への安心感を更に向上させます。 

次に、資料①−１要旨２ページ主な修正内容(5)安否不明者の情報に関

する事項についてです。 

資料①−２「新旧対照表（風水害・原子力等災害対策計画）」７ページ

上段に、資料①−３「新旧対照表（地震災害対策計画）」５ページ上段に

追記しました。 

 これまでの行方不明者の情報収集に加え「安否不明者」の記載を追記

しました。 

次に、資料①−１要旨３ページ 主な修正内容(6)気象防災アドバイザ

ーの活用に関する事項についてです。 

市において、避難指示等の発令に際して相談する相手方の例示とし

て、気象防災アドバイザーを追記しました。 

また、従来の「台風」に加え「線状降水帯」についても、大雨発生が

予測される状況を住民に対して分かりやすく適切に伝達すべきものと

して、資料①−２「新旧対照表（風水害・原子力等災害対策計画）」７ペ

ージ下段に、資料①−３「新旧対照表（地震災害対策計画）」５ページ下

段にそれぞれ追記しました。 

本市は、幸いにも避難指示に至る状況はこれまでありませんが、気象

防災アドバイザーとして、名古屋地方気象台で市町村の担当チームが形

成されています。状況に応じて担当チームに問い合わせ線状降水帯の情

報なども含めて情報を収集し、的確に情報伝達できる体制をとっており

ます。 

最後に、資料①−１要旨３ページ主な修正内容(7)防災ヘリコプターの

運航を愛知県が名古屋市に事務委託したことに関する事項についてで

す。資料①−２「新旧対照表（風水害・原子力等災害対策計画）」９ペー

ジ中段に、資料①−３「新旧対照表（地震災害対策計画）」７ページ中段

にそれぞれ追記しました。 

愛知県防災ヘリコプターと名古屋市消防ヘリコプターとの一体的運

用により、これまで、消防防災ヘリコプターの出動要請は、これまで県

に対して航空機隊支援出動要請を依頼するとこととなっておりました

が、令和４年４月より名古屋市消防へ出動要請との変更となりました。 



以上の修正の内容につきましては、愛知県尾張県民事務所において事

前確認をいただいており、修正事項なしとの回答をいただいています。 

また、令和５年１月１１日（水曜日）から２月９日（木曜日）までパ

ブリックコメントを実施しましたが、ご意見はありませんでした。 

日進市地域防災計画修正についての説明は以上でございます。 

市長 議題１につきまして、事務局より説明がありましたが、ご意見やご質

問がありましたらお願いします。 

加藤委員 質問があります。 

資料①−１要旨１ページ２項の主な修正内容(2)消防団員等が参画し

た防災教育に関する事項について質問です。 

「消防団員等が参画した体験的・実践的な教育の推進に努める」と、

資料①−２「新旧対照表（風水害・原子力等災害対策計画）」４ページ資

料①−３「新旧対照表（地震災害対策計画）」２ページにそれぞれ追記し

ておりますが、具体的に体験的・実践的な教育とは何を考えていますか。 

事務局 ご回答いたします。 

先ほど、報告いたしました令和５年２月末から募集しております女性

消防団員の活動内容から「消防団員等が参画した体験的・実践的な教育

の推進」の担い手となりうると考えおります。 

女性消防団員は、団本部に所属し女性ならではの視線や知識などを活

かし、災害時の避難所支援や情報収集、平常時の啓発活動など、後方支

援が主な活動としております。 

このため、女性消防団員は、技能習得のため水防訓練、避難場開設訓

練、救命救急講習、防災カレッジ等に参加し知識を習得します。ここで

習得した知識を地域の方、小中学生と一緒になって行う体験型訓練、火

災予防教育などに活かし、将来は地域防災教育の主導者的役割を果たし

ていくものと思います。 

また、これに加え、現在、日進市内にキャンパスを構えます大学生の

消防団員参加を進めております。これにより、一般の消防分団員の募集

にも相乗効果が期待でき消防団全体の活性化を図られることと思って

おります。 

水嶋委員 質問します。 

資料①-２風水害・原子力等災害対策計画新旧対照表 3 ページと資料

①-３地震災害対策計画新旧対照表 3 ページに、再生可能なエネルギー

の活用を含めた発電設備の記載が追加修正されています。 

消防団ではガソリン式発電機を装備しており、夜間訓練などに活用し

ていますが、市では、再生可能なエネルギーを活用する発電機は整備さ



れていますか。また避難所での対応はどうでしょうか。 

事務局 ご回答いたします。 

まず、市役所本庁舎において、太陽光発電システムを整備し、緊急

時には災害対策本部の情報機器室に電力を供給する整備を整えていま

す。また電気自動車等からの外部給電設備も本庁舎に設置していま

す。避難所においては、説明しましたとおり、カセットボンベ式発電

機を配備しています。他に電気自動車等からの移動可能な外部給電器

が２台あります。またソーラーパネル式の移動可能な非常用電源を３

台備蓄しています。今後はソーラーパネル付きポータブル非常用電源

などの備蓄も検討していきます。 

岩月委員 アレルギー対応食の備蓄はどうなっていますか。 

事務局 備蓄計画に基づき、アルファ化米、ライスクッキーを備蓄していま

すが、すべてアレルギー対応のものです。 

市長 他に意見はありませんでしょうか。 

（他にはなし。） 

それではご意見、ご質問も無いようですので、議題１．日進市地域防

災計画修正については原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

委員 （「異議なし」の声） 

市長 議題１は、原案のとおり承認されました。 

ご審議いただく議題は以上となります。 

それでは、報告事項について事務局よりお願いします。 

事務局 事務局より４点、報告をさせていただきます。 

資料②－１ 令和４年度日進市避難所開設運営訓練について 

資料②－２ 令和４年度日進市災害協定の締結について 

資料②－３ 日進市女性消防団員等の募集について 

資料②－４ ３Ⅾ都市モデルを利用した浸水被害予測について（都市

計画課からの報告） 

 

 事務局からの報告は以上です。 

市長  ただ今の報告について、ご意見・ご質問等ございましたらお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 



鈴木委員 質問があります。 

私は、日進防災推進連絡会として、市の主催する避難所開設運営訓練、

各自治会の行う防災訓練に参加させていただいている中で、感じたこと

です。 

一つ目は、各学校に備蓄されている段ボールパーティションの高さが

１ｍと低いことです。訓練に参加された皆さんからもう少し高さが必要

とお聞きしております。市は、段ボールパーティションを備蓄されてい

ると思いますが、このことについて、今後の備蓄等を見直しされますか。 

二つ目は、各学校のマンホールトイレは、有効に使えないということ

です。というのは、学校の体育館横にマンホールがあるのですが、そこ

に組み立てしまうと、夜間は、そこまで行けない。屋根がない。電気が

ない。そういう問題が色々出てきています。 

今後は、このことをどのように見直しされるのか。避難所訓練では、

各学校の既設トイレが少ししか使えなかったが、マンホールトイレが有

効でないため、既設トイレを沢山使えるようにしてほしいです。 

三つ目は、各学校には、ユニバーサルトイレがあります。市の防災訓

練では使いますが、自治会、各区の防災訓練では、ほとんどのユニバー

サルトイレは、訓練に使われていません。これは、車椅子の方が使える

トイレなので訓練で使用してほしいです。自治会、自主防災組織でも組

み立て訓練を行わない現実は、災害発生時に使えないと思います。破損

しているかもしれません。この現状を見直してほしいと思います。 

 四つ目は、今、計画されている道の駅について、物品販売だけでなく、

防災拠点にもなるとお聞きしましたが、このことについて、よく市民か

ら聞かれますが、私たちは、資料を見たのみで、防災拠点のことについ 

て伝わってきません。聞かれた方にどのように答えて良いか分からない

でいます。 

山本委員 日進建設業協会の山本です。 

建設業協会として２０数社あります。地元の日進市内の建設業者が１

１社あります。日進市と災害協定を結んでいます。雪が降った時などい

ろいろ維持管理をさせていただいております。毎年会として寄贈してお

ります。 

昨年から建設事業会は防災との結びつきが強いので、今年はそういう

ものでお役に立ちたいと思い。今年は簡易トイレ約３０００人分を３月

末に寄付します。また、そこでどんなものが必要か、これから声を上げ

ていただければ、そうしたご意見をお伺いしたいと思います。 

事務局 ご回答します。 

１つ目のパーティションについてですが、避難所訓練では、段ボール



式のパーティションを令和２年度に新型コロナ感染症予防対策用とし

て購入しました。それまでの市は、テント型のパーティション、高さが

１．４ｍの物と１．８ｍサイズを備蓄していますが、数が不足していた

こともあり段ボールパーティションを整備した経緯がございます。 

段ボールパーティションは、高さが９０ｃｍと低いタイプですが、活

用によっては、二段重ねにして高さ持たせることが可能となるもので

す。 

これまでの避難所訓練では、このような、二段式の活用法を展示でき

ていませんでした。今後は、こんな活用ができますと、訓練で組立てい

ただき、約１．６ｍの高にします。人が多く集まる体育館は、場合によ

っては、段ボールパーティションを二段活用し、体調の悪い方は体育館

以外の学校教室を利用し、そこに、テント式パーティションを持ち込む

ことになりますが、数的に十分な備蓄をしているわけではありませんの

で、今後は、高さを持ち、屋根があるパーティションの備蓄を検討して

まいります。 

２つ目は、各学校にはマンホールトイレ用のマンホールがあります。 

組立て式トイレを学校の防災倉庫に備蓄しています。避難所開設運営訓

練などでは、組立て訓練を行っていただいております。しかしながら、

マンホールが体育館から離れた場所にあり、夜は暗くて使えないという

ご指摘も伺っております。 

また、同じく既設トイレ用の凝固剤で固める、水を使わない簡易トイ

レも備蓄しております。先ほどお話していただきましたが、日進建設業

協会さんから３月末に簡易トイレの寄付を受ける予定です。これを、各

学校の防災倉庫の備蓄品として入替えを行い、その周知も合わせて行い

たいと思います。マンホールトイレだけでなく、水を流さないトイレの

備蓄、またユニバーサルトイレは、マンホールに直結して使う方法と、

水を流さないで簡易トイレ用の凝固剤を使い、その場で処理する使い方

もできますので、このような各種災害用トイレの紹介、資器材取扱い訓

練などを市民の皆さんと一緒にできるようにしたいと思います。 

 道の駅については、直接の担当ではありませんが、災害時の自衛隊、

警察、消防の災害救助活動等の拠点場所として、現在は日進市総合運動

公園が指定されています。計画されている道の駅は、より日進市の中心

となる場所となりますので、そこを災害救助活動拠点とするべく、活動

拠点としての機能を持たせた整備がされると伺っております。 

 

 

 

 



市長 災害時のトイレについて、電気、水が止まり、マンホールトイレ等の

災害用トイレで対応することになりますが、非常用電源で電気は使える

から、暖かい便座に座って、建設業協会さんから今回、ご寄付いただく、

固まるタイプの簡易式もので、既設トイレが使えます、といった対応や

パーティションを高くする活用方法を訓練に取り入れる等、修正してい

く必要があります。とにかく水・食料があればいい、という考えではな

く、避難所でも快適な生活空間の確保を検討し、進化していかなければ

いけないと思います。鈴木委員のご発言を、改めて受け止めて、少しず

つ、前に進んでいかなければならない、と感じさせてくれました。 

また、報告事項の３Ⅾ都市モデルの報告にもありましたが、デジタル

技術が活用されている中で、今は、スマートホンで、後３０分したら雨

が降るという事が分かるように、スマートホンであなたがいる足元に２

時間、この雨が続いたら、水が２ｃｍあがってくる、という事が想像で

きる世の中に向けて、技術の向上が見込まれます。そうしたデジタル技

術も含めて、より快適にというものに、いざという時の備えをより強固

なものにしていきたいと思います。 

市長 いくつかの報告事項のなかで、その他・ご意見・ご質問はございませ

んでしょうか。 

（意見・質問なし） 

各方面の皆様、今日は本当に、大変お忙しいなかお集まりいただきあ

りがとうございました。本日は、充実した会議であったと思います。 

それでは、進行を事務局の方にお返しします。 

事務局 皆様、長時間にわたりありがとうございました。 

本日、議題でご承認いただきました日進市地域防災計画につきまして

は、愛知県へ報告し、修正の流れとなります。 

それでは、以上をもちまして令和４年度第１回日進市防災会議を終

了いたします。 

本日は、ご参加いただきありがとうございました。 

 （閉会 午前１１時２５分） 

 


